
低濃度 PCB廃棄物の無害化処理の認定申請について 

 
 
 

環境省はゼロ・ジャパン株式会社より低濃度ポリ塩化ビフェニル（以下、PCB という）廃棄物

に係る無害化処理の認定申請を受け、2025 年 1 月 16 日付けでその告示を行うとともに、申請書

等の縦覧について公表しました。（縦覧期間：2025 年 2 月 17 日まで） 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律 137 号）の規定に基づき、低濃度 PCB 廃

棄物について高度な技術を用いた無害化処理を行い、又は行おうとする者は、環境大臣の認定を

受けることができることとされています。また、環境大臣は、認定の申請があった場合、申請に

係る事項等について告示し、申請書等を告示の日から 1 ヶ月間公衆の縦覧に供しなければならな

いこととされています。 

同法の規定により、本認定に係る施設の設置に関し利害関係を有する者は、環境大臣に生活環

境の保全上の見地からの意見書を提出することができることとされていることから、当該意見募

集についても併せて行うことを公表しました。（意見提出期限：2025 年 3 月 3 日まで） 

 

（申請の概要） 

(1)申請者の住所、名称、代表者の氏名 

東京都新宿区西新宿一丁目 26 番 2 号 

ゼロ・ジャパン株式会社 代表取締役 安齋 哲哉 

(2)施設設置場所 

京都府京都市下京区梅小路日影町 1 番 11、12 及び 26 

(3)施設の種類 

・廃 PCB 等の分解施設 

・PCB 汚染物の洗浄施設 

(4)処理を行う廃棄物の種類 

・廃 PCB 等のうち、電気機器又は OF ケーブル（PCB を絶縁材料として使用した電気機

器又は OF ケーブルを除く。）に使用された絶縁油であって、微量の PCB によって汚染されたも

の（以下「微量 PCB 汚染絶縁油」という。）が廃棄物となったもの 

・ PCB 汚染物のうち、微量 PCB 汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入された

ものが廃棄物となったもの 

当社では、絶縁油中の PCB 分析について、今まで多くのお客様からご依頼を頂くと共に、多

検体、短納期の体制で行っております。詳しくは、当社 PCB 分析担当者(フリーダイヤル 0120-

01-2590)までお気軽にお問い合わせください。 
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PFOS、PFOAが水道水質基準項目へ 
国内でも検出事例が報告されている有機フッ素化合物（PFOS、PFOA）が、2026 年度

から水道水質基準が設定される項目となる予定です。当社では、浄水、井戸原水等の分

析実績があります。 
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